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意見募集結果報告（案） 

 

「携帯端末向けマルチメディア放送方式に係る意見募集」に対し提出された意見は下表のとおり。 

頂いたご意見については、委員会での要求条件（案）の検討の参考とさせていただきました。 

 

※ 意見募集期間：平成２０年７月３０日～同年８月１８日 

 

No 意見提出者 意見（全文） 

１ 

 

株式会社 大田ケーブル

ネットワーク 

【意見①】 

「全国向け放送」と「地方ブロック向け放送」双方の間を問わず、一つの受信端末ですべての事業者の放送を受信

できるように、一つの国内統一規格が決定されることを期待します。 

【理由など】 

放送ごとに違う規格の受信端末を購入する、または、両方の規格を搭載した受信端末を購入することは、視聴者に

とって負担となり、普及阻害要因となります。 

普及拡大、活性化を早期に図るには、同じ規格でマルチメディア放送サービスが利用できることが必須と考えます。 

【意見②】 

「全国向け放送」と「地方ブロック向け放送」だけに留まらず、「新型コミュニティ放送」についても、早期に実施

可能な様ご配慮いただきたくことを期待します。 

【理由など】 

「携帯端末向けマルチメディア放送サービス等の在り方に関する懇談会報告書」で記載の「マルチメディア放送」

では、採算性の面から受信端末普及後に周波数割り当てを行うのが適当との事だが、アナログホームターミナルの

UHF 出力周波数のときのように、事前に周波数体系を考慮しないで、周波数の割り当てを行わない場合には、割り当

てる周波数に無理が生じることが考えられる。 

また、事業採算性については、事業者が考えることであり、当初より参画したい事業者の道を閉ざすことになるた

資料２－５ 
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め、当初より「全国向け放送」・「地方ブロック向け放送」・「新型コミュニティ放送」を考慮した割当周波数体系を

設定することを希望します。 

【意見③】 

ハード事業者については 1 社独占ではなく、複数事業者による競争原理が働かくようご配慮いただきたくことを期

待します。 

【理由など】 

ハード事業者について、CS 放送の枠組みに似た発想が見受けられるが、1 社独占では競争原理が働かず、ハード・

ソフト事業者双方にとっても不満が残ることが考えられる。1事業者に拘らず複数事業者の参画によって適正な競争

による普及・活性化が必要と考えます。 

２ 鹿沼ケーブルテレビ 株

式会社 

【意見①】 

2011 年以降におきる電波の届きにくい地域にも電波を安定供給するため、ケーブルテレビ網を使い送信する 

【理由など】 

各民放＋ワンセグ化した地域ＣＡＴＶのコミュニティーチャンネルを１チャンネルに束ねた所謂「タバセグ」を送

信し、 低限の受信状況を確保。地域住民への情報の供給及び地元のコミュニティーチャンネルを市民および外訪

者が視聴できる環境を整備し当該地区の情報供給元となるようにする 

【意見②】 

携帯電話、携帯端末、車載用装置と連携したシステムを構築する 

【理由など】 

携帯電話、携帯端末等徒歩及び公共移動手段で使われる装置と車載用の装置には連携が無く端末が変わるたびに操

作概念が変わるため操作の難しさが生じ利用の普及に難となる。このため車載装置も考慮に入れた統一された規格

を希望する。規格は日本のみならず世界標準になるようなものを期待したい。都市部での携帯端末の普及以上に電

波利用による受信は車載用機器にメリットがあると予想される 

【意見③】 

受信及び端末装置は 終的に統一されることを希望するが機器内のパート毎に開発を分離できるようにする 

【理由など】 

製品すべての開発は時間、コストともに増大するのでＯＰＥＮＣＡＢＬＥ思想のような階層化された開発性を導入
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複数の放送方式が並存する場合 単一の放送方式でも、放送方式や
コンテンツ方式が進化していく場合

することにより更なるコストダウンを図る 

 

３ 慶應義塾大学 デジタ

ル・メディアコンテンツ

統合研究機構 

【意見①】 

１．コンテンツ技術との独立性の確保（コンテンツ方式と放送方式の分離） 

 サービスの多様性を実現するため、日々進化する様々なコンテンツ技術を柔軟に活用できる環境を実現すべき。

そのために、放送方式とコンテンツ方式の分離を図り、お互いに縛られない関係を明確にすべきである。 

 

【説明】 

マルチメディア放送の実現においては、自由な発想でサービスやコンテンツを実現するため、様々な技術の柔軟

な導入に制約を与えない環境構築が必要と考えられる。また、コンテンツの進化が放送方式により制限され引き

ずられるようなこと関係は極力排除するような方針を先ずもって確認することが必要である。 
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上記のような考え方を持ち込むことで、仮に放送方式として複数方式が導入された場合であっても、あるいは方式

そのものが中長期的に改良改善されていくような場合であっても、日々進歩し続ける様々なコンテンツ技術を放送

方式に制約なく自由に持ち込める環境が整う。 

これにより、例えば、Ｆｌａｓｈ、HTML、プラグインといったインターネット等で標準的に使われている技術をマ

ルチメディア放送の要素技術としてどんどん持ち込むことが可能となり、世界に先駆けた先進性のあるマルチメデ

ィア放送の実現に大いに貢献するであろう。 

 

【意見②】 

２．ＩＰ化への柔軟な対応を可能とするプロトコルの自由度の確保 

放送をそれ単体のシステムと捉えることなく、様々なネットワークの一部を形成する場合も想定し、メディア横

断的なサービスの実現を可能とすべき。このために、既に通信ネットワークの上でデファクトとなっているＩＰ

ベースのプロトコルが臨機応変に実装可能となるような方式を考慮しておくべきである。 

 

【説明】 

・既存のストリーム系のサービスの場合、必ずしもＩＰ化の必要性は発生しない。 

・既存方式により既に効率的な実現がなされている。 

・一方で、マルチメディア放送のひとつの特徴として、他メディアと連携したサービスや他 メディア横断的な

サービスを実現するような場合には、放送固有の方式しか許容されない状況ではその実現の障害となる場合も予

見される。 

・こうした場合にも柔軟に対応が可能となるように、必要に応じてＩＰベースのプロトコルスタックを柔軟に拡

張可能とするような設計とすることが望ましい。 

既に国際的な標準化の場においては、ＩＰへの対応の検討は進められており、一部は規格化され既に実サービスに

用いられている。 

ＩＰ技術は通信の世界ではデファクト技術となり、サービスの多様化とコストの削減に大いに貢献をしてきている、

同じようなことが放送の場合にも期待されるところであり、逆にこの技術への乗り遅れは、国際競争力という観点

でもマイナスとなる危険性も否めない。 
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出典：DVB Project Office “Internet Protocol Datacast” より 

 

４ ケーブルテレビ無線利活

用促進協議会 

【意見】 

・ 「全国向け放送」「地方ブロック向け放送」「地域コミュニティ放送」すべてについて、携帯電話端末で受信でき

ることを前提とした共通の技術方式が採用されることを要望します。 

・ 上記について前提となるＶ－ＬＯＷアンテナのコンパクト化について、技術開発の促進策を講じていただくこと

を要望します。 

【理由】 

「携帯端末向けマルチメディア放送サービス等の在り方に関する懇談会報告書」において、「全国向け放送」「地方

ブロック向け放送」「地域コミュニティ放送」の在り方について整理されております。この中では「全国向け放送」

のみ携帯電話端末での受信を前提としておりますが、現在、さまざまな機能が集約された携帯電話端末が普及する

なか、マルチメディア放送についても一つの携帯電話端末で上記の３つの放送すべてを受信できることが、利用者

の利便性向上の面で極めて有効であると考えます。このことが、｢携帯端末向けマルチメディア放送」の普及促進に

資するものと考えます。 



 6/15

 また、「地域コミュニティ放送」については、地域情報の一つとして防災・災害情報を放送することが考えられ、

多くの住民が受信する必要があることから、携帯電話端末で受信できることが有効となります。この点についても、

ぜひご考慮いただいきたいと考えます。 

 一方、報告書には「地方ブロック向け放送」「地域コミュニティ放送」に割り当てるＶ－ＬＯＷに対応するアンテ

ナを携帯電話端末に内蔵することには難点があるとありますが、将来にわたってそうなのか疑問を持っているとこ

ろです。前述のとおり、利用者の利便性を考慮すれば、Ｖ－ＬＯＷの放送であっても携帯電話端末で受信できるこ

とが有効であるため、むしろ、既存のアンテナ技術を基本にこれを実現する技術開発を積極的に行うべきです。そ

して、そのことを踏まえ各放送の技術方式の議論がなされるべきと考えます。 

 

５ 株式会社 広域高速ネッ

ト二九六 

 

・現在のＦＭラジオのように限られた周波数幅しかない為、参入しづらいなどの問題が起こらぬよう技術的要件を

整えあまねく放送できる環境としたい。 

・市町村単位で運用できるように期待したい。 

・端末の規格標準化を図って欲しい。 

・行政の緊急情報発信のプラットホームとなれば普及するのではないかと考える。 

６ 株式会社 Ｊ－ＷＡＶＥ 

 

1.サービス～アクセサビリティについて 

 1）アナログラジオ及び IP ラジオ（インターネットラジオ）のサイマル放送サービスへの対応を考慮すべきと考

えます。 

 2）多様な事業参入の形態やサービスが想定されますので、番組配列情報や、サービス選択方法等ユーザーの利便

性への対応を考慮すべきと考えます。 

 3）年齢制限等を含むアクセス制限等についての対応も考慮すべきと考えます。 

 4）非常災害時等の緊急警報信号、あるいは緊急地震速報等への対応を考慮すべきと考えます。 

 

2.インターオペラビリティについて 

 1）既存システム及び他の新システムへの与干渉妨害を発生させないように考慮すべきと考えます。  

 2）既存システム及び他の新システムからの被干渉妨害を予め考慮すべきと考えます。 

 3）本件による新システム間相互の干渉妨害を予め考慮すべきと考えます。 
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3.サービスエリア・周波数の有効利用について 

 1）V-Low(90-108MHz)における、隣接する諸外国からの干渉妨害（スポラディッ E層の影響）への対応を考慮すべ

きと考えます。 

  2) 都市部ビル影の影響を受けにくく、非常災害時等の送信手段にも有効と言われ、将来の技術開発により導入の

可能性のある、成層圏プラットホーム上に置局される中継局、いわゆる「HAPS」への対応を考慮すべきと考え

ます。 

4.著作権保護について 

 1）限定受信方式と連動するので、項目 8「技術方式～限定受信方式」と項目を一体化して検討すべきと考えます。 

5.放送品質～伝送品質について 

 1）伝送品質は、原則として QEF（擬似エラーフリー）とするべきと考えます。 

 2）主に移動受信時等の電界強度不足等による受信障害への対応を考慮すべきと考えます。 

 

6.技術方式～限定受信方式について 

 1）無料放送時を含む著作権保護への対応を考慮すべきと考えます。 

 2）今後の権利者との交渉により、導入後もその運用変更が可能、かつ柔軟な対応を考慮すべきと考えます。 

 3）多様な事業参入の形態やサービスが想定されますので、限定受信方式については、柔軟かつ多様なサービスへ

の対応を考慮すべきと考えます。 

 

7.技術方式～伝送路符号化方式について 

 1）V-Low(90-108MHz)における、隣接する諸外国からの干渉妨害（スポラディッ E層の影響）への対応を考慮すべ

きと考えます。（←再述です） 

 

8.受信機について 

 1）受信機の備えるべき機能は、ARIB-TR（運用規定）で定義される他、製造メーカによる商品企画による範疇で

はありますが、今回の放送方式の検討対象は、「携帯端末向けマルチメディア放送方式」となっており、想定

されている受信機は携帯端末であり、その端末には、各種データ放送の提示が可能な表示機能、通信機能、限
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定受信（著作権保護機能を含む）機能、蓄積機能等が具備されている事を想定するべきであると考えます。 

 2）サービスエリア外、あるいはエリア内における電界強度の不足、あるいは干渉妨害等によるサービスの瞬断、

あるいは連続したサービス断への対応を受信機においても考慮すべきと考えます。 

 

７ 全国 FM 放送協議会 〔技術方式全般について〕 

・ 携帯電話に限らずあらゆるモバイル端末（車載受信機、携帯音楽プレイヤー、PC、オーディオ機器など）でマル

チメディア放送サービスが享受できること。そのため通信機能を有さない受信機でもシステムが成立することが

必要である。 

・ 懇談会報告書では、マルチメディア放送で「全国向け放送」と「地方ブロック向け放送」および「新型コミュニ

ティ放送」は放送エリアの違いのみで、提供できるマルチメディア放送サービスには違いがないという結論にな

っている。従って、端末については、３つの放送が共に同一端末で視聴できる技術基準が望ましい。特に VHF-LOW

においては、内蔵アンテナでも十分受信できることを前提とした置局基準が望まれる。 

 

〔インターオペラビリティについて〕 

・ 昨今メディアとしての重要度が増してきているインターネットとのインターオペラビリティがはかれる方式で

あること。 

 

〔多重化方式について〕 

・ リアルタイム放送やダウンロードサービスを自由に組み合わせることの出来る柔軟なシステムとして頂きたい。 

 

〔情報源符号化について〕 

・ 映像、音声、データ符号化は技術基準では極力規定せず、今後の技術革新が柔軟に採用できる仕組みが望ましい。 

 

８ 社団法人全日本難聴者・

中途失聴者団体連合会 

【意見】 

聴覚障害者は音声情報が届かず、情報障害の立場に置かれています。 

電波は国民全体の共有財産、共有のインフラです。 
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情報障害者も他の方と同じように、恩恵を享受できるようにする必要があります。 

携帯端末向けマルチメディア放送について、ワンセグのように、 

聴覚障害者の情報バリア解消に貢献できる端末となることを期待しています。 

 

１）テレビ放送に準じた、文字情報・解説情報・手話表示などを可能にする規格 

（参考）視聴覚障害者向け放送普及行政の指針の公表 

http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/071030_2.html 

 

２）ワンセグや今後予定されているデジタルラジオ等と親和性の高いシステム 

 ワンセグ等と操作方法が著しく異なるようでは困ります。同じような操作性、アフォーダンスでどなたにも使い

やすいものを望みます。 

  

３）気象庁の緊急地震速報など、緊急災害情報等を視覚的触覚的に伝達できるようにする規格 

 音声情報ではわからず、せっかくのシステムが役に立たないからです。 

 緊急時には強制的に端末のスイッチが入り、光点滅などの視覚的な信号や、振動による触覚的信号で知覚できる

ようになる必要があります。 

 

４）アクセシビリティ・危険回避のためのチャンネルの確保 

 視覚（情報）障害者や聴覚（情報）障害者など、情報障害者に対する誘導、警報を近距離のみ、常時「放送」す

るシステムも想定されるのではないでしょうか。 

 例えば命に関わるような危険なエリアに近づいたり、危険なものが接近したりすると、危険を発信する「放送」

を受けて、受信端末が警報を強制的に受信し知覚できるシステムがあれば、事故を未然に防げます。そのためのチ

ャンネルの確保が必要です。 

 

９ 株式会社 中海テレビ放

送 

【意見】 

 「新型コミュニティ放送」の周波数割り当てについて、割り当てられない可能性を極力回避していただくこと、
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 また地域により実情がちがうので、全国一律ではなくその地域にあった配分を期待します。 

【理由など】 

 懇談会報告書の２０頁「（２）実現する放送ごとの周波数の割当て」の記載によれば、「全国向け放送」と「地方

ブロック向け放送」のネットワークが整備された段階で「新型コミュニティ放送」への割当てをするのが望ましい

としており、地域によっては割り当てられない場合もあるとの見解です。 

中海テレビ放送では、現在コミュニティ放送として「ニュース専門」「地域の話題・情報専門」「パブリックアク

セス」など合わせて６つのチャンネルで自主放送をしており、エリア内の市町村単位の放送も合わせれば、自主放

送の数は１１になります。また平成１９年２月に視聴者を対象に行ったアンケート（ＮＨＫ放送文化研究所との共

同調査）では、「地元のニュース・出来事について何から情報を得るか」については、４１．３％の人が中海テレビ

放送と答え（ＮＨＫ３．５％、民放１．９％）、「地元の放送局という感じがする放送局は」については、中海テレ

ビ放送が４４．０％（ＮＨＫ１４．８％）と高い数字を示し、地域に密着したメディアであることが実証されてい

ます。 

「新型コミュニティ放送」を活発にすることは、地域の活力を生み出すために不可欠なものであると考えます。

地域に密着した情報の提供を積極的に行おうとする事業者等が、「新型コミュニティ放送」に参入できない事態にな

らないよう十分配慮していただきたいことと、全国一律ではなく、やる気のある地域の事業者が参入しやすいよう

な周波数帯域の配分と積極的な利活用を望みます。 

 

10 財団法人 道路交通情報

通信システムセンター

（VICS センター） 

1. サービスについて 

(1) VICS センターは、全国で FM 多重放送を使って道路交通情報をドライバーに提供しているが、この FM 多重放送

を補完若しくはこれに替わる放送メディアとして、マルチメディア放送の利用に関心を有しており、当センタ

ーでは先の懇談会の報告書で示された 3 つのタイプの放送のうち「地方ブロック向け放送」への参画が適して

いると考えている。 

(2) このためには、携帯端末として車載型端末も対象とする必要がある。 

 

2.  放送品質について 

  (1) 車載型端末の場合、放送の受信は、一般道路及び高速道路において行われるのが一般的であり、これらの道
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路において相応の速度にて良好な受信が確保される必要がある。 

  (2) 道路交通情報を受信する車両の多くは普通乗用車のため、受信空中線が地上高 1～1.5m 程度の位置に設置さ

れている。このため、この空中線高においても良好な受信が確保される必要がある。 

  (3) FM 多重放送の場合、車両に設置されている受信空中線の特性は、車両によって大きく異なっており、このこ

とが受信品質に様々な影響を及ぼしている。マルチメディア放送においても同様のことが考えられるので、

一定の放送品質を確保するためには、基準となる受信空中線の特性を定めることが望ましい。 

 

3.  技術方式について 

  (1) 「地方ブロック向け放送」の主な受信対象として、車載型端末が考えられるが、この車載型の普及を促進す

るためには、携帯電話機へのサービスが中心となると考えられている「全国向け放送」も容易に受信できるこ

とが望ましいと考える。 

    このためには「全国向け放送」に採用される技術方式と同じ方式が「地方ブロック向け放送」にも採用され

ることが必要と思われる。 

 

11 名古屋テレビ塔 株式会

社 

この度、地上テレビジョン放送の完全デジタル化に伴う空き周波数の利用について携帯端末向けマルチメディア放

送方式が検討されることとなり、２１世紀における放送・通信のユビキタス社会の構築にとって大いに歓迎すべき

新しいメディアと考えています。特に地震、台風、豪雨など地域ごとの災害が多い日本においては「何時でも・誰

でも・どこでも」 新情報と自らの情報発信機能を享受できる社会環境の整備がますます必要となっています。 

 一方で２１世紀におけるニューメディア開発については、世界各国の競争激化によるスピードアップ化とローコ

スト化が成功への鍵となっています。また、地球環境に優しい社会システムの構築が国際規模で要請されています。

２０世紀に経験した古いモノをすべて壊し、そこにまったく新しいモノをつくる発想の時代ではないと思います。

これまで培ってきた技術やノウハウさらに社会システムを有効に活用して新しいモノに再生させていく再生技術が

求められています。放送・通信事業分野でこのテーマに相応しいのがこの地上テレビジョン放送の完全デジタル化

に伴う空き周波数の利用ではないかと思います。 

 このためには、技術開発に要する時間はもとより、いかに早く全国普及までを成し遂げるか、そして地球環境を

考慮し、いかに既存のシステムを活用するかにかかっていると思います。 
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 この放送メディアの技術的条件の大きな特徴は、ＶＨＦ帯電波技術の開発及び電波による全国放送ネットワーク

の構築はすでに技術的に実現していることです。使用が予定されているＶＨＦ帯はアナログテレビジョン技術の中

で研究開発され、４０年間以上をかけて全国各世帯の隅々まで普及が進められています。 

 これまでの放送・通信分野における新しい開発は、例えばＶＨＦ帯からＵＨＦ帯への放送の拡大、衛星放送の実

現など、まず周波数の利用技術の研究開発から開始しています。すなわち、新しい周波数の利用技術が確立されて

から新しい放送メディアが誕生してきていますが、そのために社会的な資本投資と普及に相当な経費と時間がかか

っています。 

 今回、この技術的条件の検討にあたり全国電波ネットワークの整備については現在のアナログ放送に使用してき

たＶＨＦ帯全国ネットワークについて全面的に有効活用を図ることをご提案したいと思います。全国規模で４０年

間以上かけて整備を進め、全国各世帯で受信可能となった電波に関する送受信技術や送信施設などを有効活用する

ことによって、ローコストで情報通信審議会で提起されている５年間で９０％程度の全国放送サービスエリアの確

保は確実に見込まれると思います。 

 そのメリットは次のようになります。 

 

① ＶＨＦ帯における電波の伝わり方が大都市はもちろんのこと全国の地域において各世帯単位で把握されており、

マルチメディア放送の試験電波を発射しなくても全国の電波サービス状況の見通しが得られ、精度の高い新しい

放送ビジネス事業への検討が可能となる。 

② 現在のＶＨＦ帯アナログ放送用の送信鉄塔をはじめ送信施設の有効活用することによって短期間に全国普及へ

の実用化が図られるとともに大幅な新たな建設経費の削減も期待でき、 近、国際化している環境問題へも日本

として効果的な対応が期待できる。 

③ 現在世界的にもトップレベルにある放送における送信技術ノウハウを技術的条件の検討へ活用することにより

長く培ってきた日本の放送・通信における電波技術の伝承（特にＶＨＦ帯における電波技術）が将来的に確保さ

れる。 

 

12 ひまわりネットワーク株

式会社 

【意見①】 

「全国向け放送」と「地方ブロック向け放送」双方の間を問わず、一つの受信端末ですべての事業者の放送を受信
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できるように、一つの国内統一規格が決定されることを期待します。 

【理由】 

今回の意見募集は、「携帯端末向けマルチメディア放送サービス等の在り方に関する懇談会報告書」で記載の「マル

チメディア放送」に関するものと考えています。 

その懇談会報告書の４１頁「（３）国内規格の統一の要否」の記載によれば，「全国向け放送」と「地方ブロック向

け放送」とで、別の技術方式が採用されても良いように思われますが，「地方ブロック向け放送」の「デジタル新型

コミュニティ放送」を利用して、地域に密着した防災などの情報をいち早く提供したいケーブルテレビ事業者とし

ては、今後普及するであろう多くの端末に対して放送する必要を感じている。 

よって、「全国向け放送」と「地方ブロック向け放送」双方の間を問わず、一つの受信端末ですべての事業者の放送

を受信できるように、一つの国内統一規格が決定されることを期待します。 

また，端末価格を低廉化のためにも、統一方式が良いと考えます。 

 

【意見②】 

災害などの緊急時には、プッシュ型の放送にて情報提供できるよう規格や仕組の考慮がされることを期待します。

（例：鳴動で緊急放送のお知らせし、個人でチャンネルを選択、もしくは強制的にチャンネルを見てもらうなど。） 

【理由】 

災害時にはプッシュ式の放送により、緊急放送がある旨を促すことで、タイムリーに緊急情報をお伝えできるよう

になり、「地方ブロック向け放送」の「デジタル新型コミュニティ放送」を利用して、地域に密着した防災などの情

報をいち早く提供したいケーブルテレビ事業者としては、利便性の向上になると考えます。 

 

13 ベターコミュニケーショ

ン研究会 

【意見】 

聴覚障害者は音声情報が届かず、情報障害の立場に置かれています。 

電波は国民全体の共有財産、共有のインフラです。 

情報障害者も他の方と同じように、恩恵を享受できるようにする必要があります。 

携帯端末向けマルチメディア放送について、ワンセグのように、 

聴覚障害者の情報バリア解消に貢献できる端末となることを期待しています。 
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１） テレビ放送に準じた、文字情報・解説情報・手話表示などを可能にする規格 

 

２）ワンセグや今後予定されているデジタルラジオ等と親和性の高いシステム 

ワンセグ等と操作方法が著しく異なるようでは困ります。同じような操作性、アフォーダンスでどなたにも使い

やすいものを望みます。 

  

３）気象庁の緊急地震速報など、緊急災害情報等を視覚的触覚的に伝達できるようにする規格 

 音声情報ではわからず、せっかくのシステムが役に立たないからです。緊急時には強制的にスイッチが入ること

が望ましいです。 

 

４）アクセシビリティ・危険回避のためのチャンネル確保 

 視覚（情報）障害者や聴覚（情報）障害者など、情報障害者に対する誘導、警報を近距離のみ、常時「放送」す

るシステムも想定されるのではないでしょうか。 

 例えば命に関わるような危険なエリアに近づいたり、危険なものが接近したりすると、危険を発信する「放送」

を受けて、受信端末が警報を発信するシステムがあれば、事故を未然に防げます。そのためのチャンネルが必要で

はないでしょうか。 

 

14 三井物産株式会社 1. 携帯電話は今後の技術開発により、V-LOW アンテナが内蔵される可能性があり、マルチメディア放送においては、

「全国向け放送」と「地方ブロック向け放送」が共に同一端末で視聴できるようにして頂きたい。 

 

2. リアルタイム放送やダウンロードサービスを自由に組み合わせることの出来る柔軟なシステム仕様が望ましい。 

 

3. インターネットとのインターオペラビリティ、映像、音声、データ符号化は将来の拡張性を考慮し、今後の新た

な技術仕様に対応できる仕組みが望ましい。 
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15 株式会社 WOWOW WOWOW では、BS での有料放送に、ブロードバンドでの VOD や、携帯端末に向けたリアルタイムの有料放送の提供

を含むモバイルサービスなどを加えて、メディア横断的にサービスを充実させることを検討しております。 

既存の有料放送事業者がメディア横断的に有料放送サービスを充実させることは、自らの加入者を拡大すると同

時に、新たなメディアの普及にも大きく貢献すると考えております。 

                         

現在、検討の進むダウンロード型のサービスに加え、携帯端末においても、リアルタイム放送での視聴制御を可

能とする放送方式の検討を強く要望いたします。 

 

 

 


